
対象事業種 北九州市環境影響評価条例
環境影響評価法

第一種事業（第二種事業）

１ 道路

高速自動車国道

都市高速道路等

一般国道

大規模林道

―

―

4車線5km以上

―

すべて

4車線以上

4車線10km以上（7.5km）

幅員6.5m以上、20km以上（15km）

２ 河川

ダム

堰

湖沼水位調節施設

放水路

湛水面積50ha以上

湛水面積50ha以上

―

改変面積50ha以上

湛水面積100ha以上（75ha）

湛水面積100ha以上（75ha）

改変面積100ha以上（75ha）

改変面積100ha以上（75ha）

３ 鉄道

新幹線鉄道（規格新線含む）

普通鉄道

軌道（普通鉄道相当）

―

5km以上

5km以上

すべて

10km以上（7.5km）

10km以上（7.5km）

４ 飛行場 滑走路長1,250m以上 滑走路長2,500m以上（1,875m）

５ 発電所

水力発電所

火力発電所（地熱以外）※注

火力発電所（地熱）

原子力発電所

太陽電池発電所

風力発電所

出力1.5万kW以上

出力7.5万kW以上

―

―

50ha以上

出力5,000kW以上

出力3万kW以上（2.25万kW）

出力15万kW以上（11.25万kW）

出力1万kW以上（7,500kW）

すべて

出力40,000kW以上（30,000kW）

出力5万kW以上（37,500kW）

６ 廃棄物最終処分場 15ha以上（遮断型最終処分場はすべて）※ 30ha以上（25ha）

７ 公有水面の埋立て及び干拓 25ha以上 50ha以上（40ha）

８ 土地区画整理事業 50ha以上 100ha以上（75ha）

９ 新住宅市街地開発事業 50ha以上 100ha以上（75ha）

10 工業団地造成事業（首都圏及び近畿圏） ― 100ha以上（75ha）

11 新都市基盤整備事業 50ha以上 100ha以上（75ha）

12 流通業務団地造成事業 50ha以上 100ha以上（75ha）

13 宅地の造成の事業（住宅地、工業用地を含む）

独立行政法人都市再生機構

独立行政法人中小企業基盤整備機構

50ha以上

50ha以上

100ha以上（75ha）

100ha以上（75ha）

14 工業団地の造成事業 50ha以上 ―

15 住宅団地の造成事業 50ha以上 ―

16 工場又は事業場の建設事業
大気4万Nm3／時間以上 または

水質5千m3／日以上
―

17 廃棄物処理施設の建設事業 50t／日以上（廃棄物焼却施設） ―

18 運動施設又はレジャー施設 20ha以上 ―

19 大規模建築物の建設事業 延べ面積10万m2または高さ100m以上 ―

20 土石又は鉱物の採取事業 20ha以上 ―

21 土地の造成事業 50ha以上 ―

22 道路

県道、市道

林道

4車線5km以上

2車線10km以上

―

―

23 下水道終末処理施設 計画処理人口15万人以上 ―

● 港湾計画
埋立・掘込み

面積150ha以上

埋立・掘込み

面積300ha以上

【お問い合わせ】北九州市環境局環境監視部環境監視課
TEL：093‐582‐2290  FAX：093‐582‐2196 E-mail: kan-kanshi@city.kitakyushu.lg.jp

対象事業一覧
詳細は、条例施行規則 「別表第１」 をご覧下さい。
※注 火力発電所を建設する場合は、「16 工場又は事業場の建設事業」
の規模要件についても該当するため、ご注意ください。

事業者は、

一定規模以上の

事業を実施する場合、

環境影響評価の手続

が必要です。

環境影響評価（環境アセスメント）制度とは・・・

環境影響評価制度は、事業者が一定規模以上の事業計画を決めるにあたり

環境に配慮した事業計画の内容や、環境影響についての調査・予測・評価を

行った結果を事業者・市民・行政などで情報共有し、環境保全の観点から意見

を出し合い、よりよい事業計画を策定するための手続（ルール）です。

北九州市では、平成10年3月に北九州市環境影響評価条例を制定しました

（平成11年6月12日施行）。さらに、平成25年3月及び6月に条例を一部改正

し、計画段階環境配慮書手続の導入等の制度拡充を行いました

（平成25年10月1日施行）。

北九州市の

環境影響評価制度

(環境アセスメント)

環境影響評価の実施

市長からの「環境の保全の見地からの意見」

市民からの「環境の保全の見地からの意見」

環境保全措置の検討
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計画段階環境配慮書
（配慮書）

＝ 計画段階において、事業の位

置･規模等について複数案を

設定し、環境配慮の観点から

比較検討した内容を記載した

図書です。

環境影響評価方法書
（方法書）

＝ 事業の実施が地域の環境に

及ぼす影響について、どの

ような方法で調査・予測及

び評価を行うかを記載した

図書です。

環境影響評価準備書
（準備書）

＝ 方法書に基づき実施した調査結果

をもとに、事業の実施が環境に及

ぼす影響を予測・評価した図書で

す。

環境影響評価書
（評価書）

＝ 市民や市長の意見を

踏まえ、準備書の内容

に検討を加えた図書で

す。

事後調査等

＝ 事業着手後、事業による環境影響

や環境保全措置の効果等を確認す

るため、事後調査を実施し、その

結果を報告書としてまとめます。

事業計画段階 事業化段階 事業実施後
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1意見書

縦覧

意見
聴取

１月間

１月間

市民等

北九州市

事業者

図
書
の
縦
覧

Ｈ
Ｐ
公
表

審査会

市長
意見意見書

1の写し

７５日以内

提
出

提
出

縦覧

意見
聴取

図
書
の
縦
覧

Ｈ
Ｐ
公
表

提
出

配慮書
(要約)

方法書
(要約)

１月間

１月間＋2週間

説
明
会

※縦覧中に開催

審査会

市長
意見

提
出

1意見書

意見書
1の写し

調
査
･
予
測
・
評
価
の
実
施

図
書
の
縦
覧

Ｈ
Ｐ
公
表

準備書
(要約)

縦覧

意見
聴取

１月間

１月間＋2週間

1意見書

説
明
会

※縦覧中に開催

開参
催加

開参
催加

意見書
1の写し

審査会

提
出

市長
意見

９０日以内 １２０日以内

公
聴
会

開
催

開
催
希
望

図
書
の
縦
覧

Ｈ
Ｐ
公
表

評価書

提
出

縦覧
１月間

事業
着手届

事後調査
計画書

提
出

提
出

Ｈ
Ｐ
公
表

事
業
着
手
・
工
事
の
実
施

提
出

事後調査
報告書

事業
完了届

提
出

提
出

審査会

助言

又は

指導

環境影響評価の項目

生活環境

●大気環境

（大気質、騒音、振動、悪臭）

●水環境

（水質、底質、地下水）

●土壌環境

（地形・地質、地盤、土壌）

自然環境

●動物 ●植物 ●生態系

人と自然との豊かな触れ合いの確保

●景観

●人と自然との触れ合いの

活動の場

環境への負荷

●廃棄物等

●温室効果ガス等

その他

●日照 ●風害

●低周波音 ●その他
※事後調査計画書と事業着手届の提出が

なければ、事業着手はできません。※点線で示す手続 ＝ 必要に応じて行うもの。 ＝北九州市環境影響評価審査会審査会

図書の縦覧

市は、事業者から配慮書などの

環境影響評価図書の提出を受ける

とその旨を公告し、区役所や文書

館などで図書を縦覧します。

縦覧期間中は、どなたでも自由

に図書を閲覧できます。また、図

書は、市ホームページでも公表し

ます。

市民参加について

意見書の提出

意見提出期間中は、どな

たでも、図書に対し、環境

保全の見地からの意見を提

出することができます。

（※ただし、配慮書につい

ては、市長が必要と認める

場合にのみ意見を受け付け

ます。）

説明会への参加

方法書及び準備書の縦覧期間

中、事業者は、事業による環境

影響が及ぶ恐れのある地域（関

係地域）等において、図書の内

容に関する説明会を開催するこ

とが条例で義務付けられていま

す。地域住民は、この説明会に

参加することができます。

公聴会の開催要望・参加

準備書の縦覧期間中、関係地域の市民は、

市長に対して、公聴会の開催を要望すること

ができます。市長は、要望があった場合、必

要に応じて公聴会を開催します。

公聴会では、事前に申し出た方で公述人に

選定された方は、市に対して、口頭で環境保

全の観点から意見を述べることができます。

環境アセスメントについての技術的

な内容を客観的かつ科学的に審査する

ため、第三者機関として、専門的知識

を持った学識経験者等から構成される

北九州市環境影響評価審査会が設置さ

れています。

市長は、市長意見の形成に当たり、

審査会の意見を聴くことができます。

北九州市環境影響評価審査会
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